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手続き・お知らせ手続き・お知らせ手続き・お知らせ

【
国
民
年
金
】
学
生
納
付
特
例
の
お
知
ら
せ

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

手続き・申請

学
生
の
皆
さ
ん
へ

納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で
あ
れ

ば
、
学
生
も
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
学
生
の
方
は
一

般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
ご
本

人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
大
学
、
大
学

院
、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等

専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種

学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る

課
程
）
に
在
学
す
る
学
生
な
ど
で
、

ご
本
人
の
前
年
所
得
が
次
の
計
算
式

で
計
算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と

が
条
件
で
す
。

【
所
得
の
目
安
】１
１
８
万
円
＋（
扶

養
親
族
な
ど
の
数
×
38
万
円
）

初
回
の
申
請
は
市
役
所
で

　

平
成
31
年
度
の
学
生
納
付
特
例

（
納
付
の
猶
予
）
を
希
望
す
る
学
生

の
方
は
、
年
金
手
帳
・
学
生
証
（
コ

ピ
ー
可
）・
印
鑑
を
お
持
ち
の
上
、

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課
ま
た
は
谷
和

原
庁
舎
市
民
窓
口
課
で
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
、

は
が
き
形
式
の
学
生
納
付
特
例
の
申

請
書
が
送
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
必

要
事
項
を
記
入
し
、
郵
送
す
る
だ
け

で
申
請
が
可
能
で
す
※
。

※
昨
年
度
と
同
じ
学
校
に
在
学
し
て

い
る
方
に
限
り
ま
す
。

翌
年
度
も
学
生
の
場
合
は

再
申
請
の
用
紙
が
届
き
ま
す

　　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は
４

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
と
な
り
ま
す

が
、
承
認
を
受
け
た
次
の
年
度
も
在

学
予
定
で
あ
る
場
合
は
、
４
月
初
め

に
再
申
請
の
用
紙
が
届
き
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
学
生
納
付
特
例
制
度

の
申
請
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
日
本
年
金
機
構

へ
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

◎
こ
の
制
度
を
利
用
し
な
い
場
合

　

な
お
、
平
成
31
年
度
は
学
生
納
付

特
例
制
度
を
利
用
せ
ず
、
保
険
料
の

納
付
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
納
付
書

を
作
成
し
て
送
付
し
ま
す
。
お
手
数

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
お
近
く
の
年

金
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

土
浦
年
金
事
務
所　
☎
０
２
９
‐

８
２
５
‐
１
１
７
０

農
振
除
外
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

手続き・申請

　

農
振
法
に
基
づ
く
農
業
振
興
地
域

整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
農
用
地
区

域
内
の
土
地
を
、
農
用
地
な
ど
以
外

の
用
途
に
す
る
場
合
に
は
、
農
用
地

区
域
か
ら
除
外
す
る
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

市
で
は
、
平
成
31
年
度
の
農
用

地
区
域
内
農
地
の
除
外
申
請
を
次

の
と
お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。
転

用
事
業
計
画
の
あ
る
方
は
、
受
付

期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
期

限
厳
守
）。

　

な
お
、
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る

場
合
に
は
、
修
正
後
に
受
け
付
け
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
請

す
る
方
は
、
事
前
に
市
産
業
経
済
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間

〇
6
月
協
議
分
＝
4
月
1
日
㈪
～
26

　

日
㈮

〇
10
月
協
議
分
＝
8
月
1
日
木
～
30

　

日
㈮

〇
２
０
２
０
年
2
月
協
議
分
＝
12
月

　

2
日
㈪
～
27
日
㈮

▼
受
付
時
間
＝
土
、
日
、
祝
日
を
除

　

く
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

　

時
15
分

行
政
相
談
委
員
を
ご
紹
介
し
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
秘
書
広
報
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

お知らせ

　

行
政
相
談
委
員
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、
行

行政相談委員　

相
あいじま

島  宏
ひろし

 さん  （下平柳）

行政相談委員

秋
あ き た

田  信
のぶひろ

博さん （鬼長）

政
に
関
す
る
相
談
な
ど
を
受
け
付

け
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
活
動
を
し

て
い
ま
す
。毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、

困
っ
て
い
る
こ
と
、
悩
ん
で
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

行
政
相
談
は
毎
月
、
地
域
を
巡
回

し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
実
施
日
程
・

会
場
な
ど
は
、
広
報
紙
の
「
各
種
無

料
相
談
」
コ
ー
ナ
ー
で
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問 

谷
和
原
庁
舎
上
下
水
道
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

お知らせ

下
水
道
促
進
週
間
コ
ン
ク
ー
ル
で
受
賞

　

下
水
道
の
促
進
と
理
解
を
深
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
「
平
成
30
年
度

茨
城
県
下
水
道
促
進
週
間
コ
ン
ク
ー

ル
」
の
表
彰
式
が
１
月
24
日
に
茨
城

県
庁
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
は
、
５
万

９
６
９
６
点
の
応
募
が
あ
り
、「
絵

画
・
ポ
ス
タ
ー
部
門
」
に
お
い
て
、

陽
光
台
小
学
校
２
年
の
小お
ば
た畑
明あ

す

か
日
椛

さ
ん
の
作
品
が
見
事
、
知
事
賞
入
選

を
受
賞
し
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

受賞した小畑さん


